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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の演出を行う演出装置を備えた遊技機において、
　前記演出装置は、
ベース部材と、
前記ベース部材に固定された駆動源と、
前記ベース部材に対して回動可能に支持された第一可動部材と、
前記第一可動部材に対して回動可能に支持された第二可動部材と、
前記第一可動部材に対して回動可能に支持された部材であって、前記駆動源と前記第一可
動部材との間の動力伝達機構の少なくとも一部、および前記駆動源と前記第二可動部材と
の間の動力伝達機構の少なくとも一部を構成する動力伝達部材と、
第一位置と第二位置との間を移動可能で前記駆動源の動力の伝達対象を前記第一可動部材
または前記動力伝達部材のいずれか一方に切り替える切替部材と、
を備え、
　前記切替部材が第一位置に位置するときには、当該切替部材によって前記第一可動部材
に対して前記動力伝達部材の回動が阻止されることで、前記駆動源の動力が前記動力伝達
部材を介して前記第一可動部材に伝達され、前記第二可動部材が前記第一可動部材に対し
て回動しない状態で前記動力伝達部材と前記第一可動部材が前記ベース部材に対して回動
する一方、
前記切替部材が第二位置に位置するときには、前記第一可動部材に対して前記動力伝達部
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材の回動が許容されることで、前記駆動源の動力が前記動力伝達部材を介して前記第二可
動部材に伝達され、前記第一可動部材が前記ベース部材に対して回動しない状態で前記動
力伝達部材と前記第二可動部材が前記第一可動部材に対して回動するように構成し、
　前記ベース部材には、前記第一可動部材が当該ベース部材に対する相対位置を原位置か
ら終端位置に変位させたときに、前記第一位置に位置する切替部材を前記第二位置に移動
させる出力切替部が設けられ、
　前記ベース部材には、前記出力切替部を構成する、当該ベース部材に対して前記第一可
動部材が回動可能な方向に延びる第一誘導部、およびこの第一誘導部に連なる当該回動可
能な方向に交差する方向に延びる第二誘導部が形成され、
　前記第一可動部材が原位置に位置する状態から前記ベース部材に対して回動すると、前
記切替部材が前記第一位置に位置した状態で前記第一誘導部内をスライドし、
前記第一可動部材が終端位置に到達すると、当該第一誘導部内に位置していた切替部材が
前記第二誘導部内に入り込むことで、当該切替部材が前記第一位置から前記第二位置に移
動することを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駆動源の動力によって動く可動部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような遊技機として下記特許文献１に記載のものが公知である。特許文献１に記載
の遊技機は、一の駆動源によって複数の可動部材を段階的に動作させることができるもの
である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１３７５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の遊技機は、駆動源の動力を各可動部材に伝達する歯
車やラック（動力伝達部材）の数が多く、駆動機構が大型化する。つまり、遊技者の興趣
を惹くような面白みのある動きをする可動部材にしようとすると、可動部材の駆動機構が
大型化してしまうという問題があった。
【０００５】
　本発明は、コンパクトな駆動機構によって遊技者の興趣を惹く動きをする可動部材を備
えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた請求項１の発明にかかる遊技機は、所定の演出を行
う演出装置を備えた遊技機において、前記演出装置は、ベース部材と、前記ベース部材に
固定された駆動源と、前記ベース部材に対して回動可能に支持された第一可動部材と、前
記第一可動部材に対して回動可能に支持された第二可動部材と、前記第一可動部材に対し
て回動可能に支持された部材であって、前記駆動源と前記第一可動部材との間の動力伝達
機構の少なくとも一部、および前記駆動源と前記第二可動部材との間の動力伝達機構の少
なくとも一部を構成する動力伝達部材と、第一位置と第二位置との間を移動可能で前記駆
動源の動力の伝達対象を前記第一可動部材または前記動力伝達部材のいずれか一方に切り
替える切替部材と、を備え、前記切替部材が第一位置に位置するときには、当該切替部材
によって前記第一可動部材に対して前記動力伝達部材の回動が阻止されることで、前記駆
動源の動力が前記動力伝達部材を介して前記第一可動部材に伝達され、前記第二可動部材
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が前記第一可動部材に対して回動しない状態で前記動力伝達部材と前記第一可動部材が前
記ベース部材に対して回動する一方、前記切替部材が第二位置に位置するときには、前記
第一可動部材に対して前記動力伝達部材の回動が許容されることで、前記駆動源の動力が
前記動力伝達部材を介して前記第二可動部材に伝達され、前記第一可動部材が前記ベース
部材に対して回動しない状態で前記動力伝達部材と前記第二可動部材が前記第一可動部材
に対して回動するように構成し、前記ベース部材には、前記第一可動部材が当該ベース部
材に対する相対位置を原位置から終端位置に変位させたときに、前記第一位置に位置する
切替部材を前記第二位置に移動させる出力切替部が設けられ、前記ベース部材には、前記
出力切替部を構成する、当該ベース部材に対して前記第一可動部材が回動可能な方向に延
びる第一誘導部、およびこの第一誘導部に連なる当該回動可能な方向に交差する方向に延
びる第二誘導部が形成され、前記第一可動部材が原位置に位置する状態から前記ベース部
材に対して回動すると、前記切替部材が前記第一位置に位置した状態で前記第一誘導部内
をスライドし、前記第一可動部材が終端位置に到達すると、当該第一誘導部内に位置して
いた切替部材が前記第二誘導部内に入り込むことで、当該切替部材が前記第一位置から前
記第二位置に移動することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明では、切替部材が第一位置に位置するときには、駆動源の動力が
第一可動部材に出力される一方、切替部材が第二位置に位置するときには、駆動源の動力
が第二可動部材に出力される。すなわち、切替部材の位置によって駆動源の動力の出力対
象が異なるものである。このように、一の駆動源で複数の部材が変位する、コンパクトか
つ面白みのある演出装置とすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】センターベースおよびそれに取り付けられた演出装置を示した図である。
【図３】演出装置の外観図である。
【図４】ベース部材が原位置に位置するときの演出装置の正面図である。
【図５】ベース部材が進出位置に位置するときの演出装置の正面図であって、第一可動部
材および第二可動部材が原位置に位置する状態を示したものである。
【図６】ベース部材が進出位置に位置するときの演出装置の正面図であって、第一可動部
材が終端位置に位置し、第二可動部材が原位置に位置する状態を示したものである。
【図７】ベース部材が進出位置に位置するときの演出装置の正面図であって、第一可動部
材および第二可動部材が終端位置に位置する状態を示したものである。
【図８】第一可動部材および第二可動部材が原位置に位置するときの正面図（ａ）、およ
びＡ－Ａ線断面図（ｂ）である。なお、（ｂ）の拡大図は、切替部材を取り外した状態で
の当該箇所の拡大図である。
【図９】第一可動部材が原位置と終端位置との間に位置するときの正面図（ａ）、および
Ｂ－Ｂ線断面図（ｂ）である。
【図１０】第一可動部材が終端位置に位置し、第二可動部材が原位置に位置するときの正
面図（ａ）、およびＣ－Ｃ線断面図（ｂ）である。
【図１１】第一可動部材および第二可動部材が終端位置に位置するときの正面図（ａ）、
およびＤ－Ｄ線断面図（ｂ）である。
【図１２】切替部材と切替部材が入り込む各長穴や溝との関係を説明するための断面図（
模式図）である。
【図１３】第一可動部材および動力伝達部材の回転方向位置と切替部材の位置関係を演出
装置の動作に沿って示した図であって、（ａ）は第一可動部材が原位置に位置した状態、
（ｂ）は第一可動部材が終端位置に到達する直前、（ｃ）は第一可動部材が終端位置に位
置した状態、（ｄ）は第二可動部材が終端位置に位置した状態、を示したものである。
【図１４】ベース部材と切替部材の位置関係を演出装置の動作に沿って示した図であって



(4) JP 6023936 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

、（ａ）は第一可動部材が原位置に位置した状態、（ｂ）は第一可動部材が終端位置に到
達する直前、（ｃ）は第一可動部材が終端位置に位置した状態（第二可動部材の位置は問
わない）、を示したものである。
【図１５】動力伝達部材の第二歯車部から第二可動部材までの動力伝達経路（歯車列）を
示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明にかかる実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の
説明における平面方向とは遊技盤９０の平面方向に沿う（平行な）方向を、前後方向とは
遊技盤９０の平面方向に直交する方向（遊技者側を前、その反対側を後とする）を、上下
方向とは図１における上下方向を、幅方向（左右方向）とは図１における左右方向をいう
ものとする。
【００１０】
　まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。なお、図１では、
遊技機１の枠体、遊技球を発射する発射装置、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明
に関係のない遊技機１の構成要素は省略している。これらについては公知の遊技機と同様
の構造のものが適用できる。
【００１１】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置の操作によって発射された遊技球（本発明における遊技媒体に相当する）を
遊技領域９０２に案内する金属製の薄板からなる帯状のガイドレール９０３が略円弧形状
となるように設けられている。
【００１２】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、第一始動入賞口９０４、第二始動入賞口９０５、
大入賞口９０６、アウト口９０７などが設けられている。表示装置９１は、例えば液晶表
示装置が用いられ、表示装置９１の表示画面（表示部）において特別図柄や普通図柄等が
表示される。かかる表示装置９１の表示画面は、遊技盤９０に形成された開口９０１を通
じて視認可能である。
【００１３】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１４】
　このような遊技機１では、発射装置を操作することにより遊技領域９０２に向けて遊技
球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４、９０５や大入賞
口９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。その
他、大当たりの抽選方法や演出等は、公知の遊技機と同様のものが適用できるため、説明
は省略する。
【００１５】
　本実施形態にかかる遊技機１は、所定の演出実行時に表示装置９１の表示画面の前方に
進出し、遊技盤９０の開口９０１を通じて視認可能となる可動部材を有する演出装置１ｍ
を備える。図２に示すように、演出装置１ｍは、遊技盤９０の後方に設けられるセンター
ベース２５に取り付けられている。以下、図３～図１５を参照して当該演出装置１ｍの構
成について詳細に説明する。
【００１６】
　本実施形態における演出装置１ｍは、ベース部材１０、駆動源２０、第一可動部材３０
、第二可動部材４０、動力伝達部材５０、切替部材６０を備える。ベース部材１０は、セ
ンターベース２５の上側に取り付けられている。ベース部材１０は、略長方形状の部材で
あり、原位置では長手方向が上下方向に沿うように位置し（図４参照）、進出位置では長
手方向が幅方向に沿うように位置する（図５参照）。ベース部材１０が原位置に位置する
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ときには、それに取り付けられた第一可動部材３０や第二可動部材４０は遊技盤９０の開
口９０１より上側に覆われる。ベース部材１０が進出位置に位置するときには、第一可動
部材３０や第二可動部材４０が遊技盤９０の開口９０１を通じて視認可能となる。本実施
形態では、ベース駆動モータ１１によってベース部材１０が原位置と進出位置との間を往
復動作可能である。具体的には、ベース駆動モータ１１を正転させると原位置に位置する
ベース部材１０が時計回りに回動し進出位置に到達する。ベース駆動モータ１１を逆転さ
せると進出位置に位置するベース部材１０が反時計回りに回動し、原位置に到達する。ベ
ース駆動モータ１１の動力をベース部材１０に伝達する駆動機構はどのような構成であっ
てもよいため説明は省略する。なお、以下の各構成の説明は、特に明示した場合を除き、
ベース部材１０が進出位置に位置する状態を基準としていうものとする。
【００１７】
　ベース部材１０の下面には、下方に向かって突出する壁部によって構成される溝（ベー
ス部材１０を貫通する長孔であってもよい）が形成されている。当該溝は、詳細を後述す
る第一可動部材３０の回転方向に延びる第一誘導部１３と、この第一誘導部１３に連なり
、第一可動部材３０の回転方向に交差する方向に延びる第二誘導部１４を含む（図８～図
１１、図１４等参照）。第二誘導部１４は、第一誘導部１３側から端部にかけて径方向外
側に向かうように延びる溝である。本実施形態では、第一誘導部１３と第二誘導部１４の
なす角度は、９０度超に設定されている。
【００１８】
　このベース部材１０の上側には、後述するように動作する第一可動部材３０や第二可動
部材４０の駆動源２０（本実施形態ではモータ）が固定されている。この駆動源２０の動
力は、第一可動部材３０や第二可動部材４０に駆動源２０の動力を伝達する動力伝達機構
の一部を構成する駆動歯車（図示せず）に直接または間接的に（別の歯車を介して）伝達
される。駆動歯車は、ベース部材１０の下側に位置する。
【００１９】
　第一可動部材３０は、演出効果を発現する部材であって、ベース部材１０に対し変位可
能に取り付けられた部材である。第一可動部材３０を上下方向に直交する平面で切断した
断面の大きさは、当該平面方向におけるベース部材１０の大きさと略同じである。つまり
、当該断面の形状は略長方形状である。第一可動部材３０には、上方に向かって突出する
軸状部３１が形成されている。ベース部材１０には、上方に向かって突出する筒状部１２
が形成されている。第一可動部材３０の軸状部３１は、ベース部材１０の筒状部１２の内
側に挿入されている。第一可動部材３０は、筒状部１２の内側に挿入された軸状部３１の
中心軸を回転中心としてベース部材１０に対し回転自在である。第一可動部材３０は、ベ
ース部材１０に対し、ベース部材１０と回転方向位置が一致する（上方から見て第一可動
部材３０がベース部材１０に覆われる）原位置と終端位置との間を回転自在である。軸状
部３１の上端には、筒状部１２の内径よりも大きい鍔状部３２が取り付けられている。こ
の筒状部１２により、ベース部材１０から第一可動部材３０が脱落してしまうこと（軸状
部３１が筒状部１２から抜けてしまうこと）が防止されている。
【００２０】
　第一可動部材３０の上面（後述する第一歯車部５１と第二歯車部５２の間の壁部）には
、その回転方向に交差する方向に延びる長穴（溝）が形成されている。本実施形態は径方
向に延びる長穴である。この長穴は、径方向内側の回転阻止部３５（本発明における第二
規制部に相当する）および径方向外側の回転可能部３６（本発明における第二許容部に相
当する）を含む（図８～図１１、図１３等参照）。両部の詳細については後述する。
【００２１】
　原位置に位置する第一可動部材３０の前面には一方側装飾面３３が形成されている。第
一可動部材３０のその反対側の面（第二演出位置に位置する第二可動部材４０の前面）に
は他方側装飾面３４が形成されている。両装飾面の態様はどのようなものであってもよい
。本実施形態では、透明な板に所定の態様の装飾（凹凸）が施され、その装飾が後方に設
けられた光源から出射される光によって照らされる態様となっている。ベース部材１０が
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原位置に位置するときには、一方側装飾面３３または他方側装飾面３４は遊技盤９０に覆
われた状態となるが、ベース部材１０が進出位置に位置するときには、一方側装飾面３３
または他方側装飾面３４は遊技盤９０の開口９０１を通じて視認可能となる。
【００２２】
　第二可動部材４０は、第一可動部材３０とともに演出効果を発現する部材であって、第
一可動部材３０に対し変位可能に取り付けられた部材である。本実施形態では、二つの第
二可動部材４０（左第二可動部材および右第二可動部材）が設けられている。左第二可動
部材は第一可動部材３０の他方側装飾面３４の左側縁に回転自在に支持され、右第二可動
部材は第一可動部材３０の他方側装飾面３４の右側縁に回転自在に支持されている。両第
二可動部材が原位置に位置するときには、他方側装飾面３４の略左半分を左第二可動部材
が覆い、他方側装飾面３４の略右半分を右第二可動部材が覆う。原位置に位置する両第二
可動部材４０が互いに離れる方向に回転し、終端位置に到達すると他方側装飾面３４が露
出する。なお、両第二可動部材４０は透明な板で構成されているため、両第二可動部材４
０が原位置に位置するときに第一可動部材３０に設けられた光源を駆動すると、その光源
から出射された光に第二可動部材４０も照らされる。そのため、両第二可動部材４０にも
所定の態様の装飾（凹凸）が施されている。
【００２３】
　左第二可動部材の左側縁、右第二可動部材の右側縁には支持軸４１が固定されている。
この支持軸４１は、第一可動部材３０の幅方向両側に形成された貫通孔内に回転自在に通
されている。両支持軸４１の上端には駆動源２０から第二可動部材４０までの動力伝達機
構を構成する出力歯車４２が固定されている。この出力歯車４２が回転することによって
両第二可動部材４０が第一可動部材３０に対して回転する。
【００２４】
　動力伝達部材５０は動力伝達機構の一部を構成する部材であって、第一可動部材３０に
対して変位可能に支持されている。具体的には、動力伝達部材５０の中央には貫通孔が形
成されており、この貫通孔内に第一可動部材３０の軸状部３１が通されている。つまり、
動力伝達部材５０は、その貫通孔（第一可動部材３０の軸状部３１）の中心を回転中心軸
として第一可動部材３０に対して回転可能に支持されている。動力伝達部材５０は、上下
方向に並び、一体的に回転する二つの歯車部を有する（いわゆる複合歯車であるともいえ
る）。上側の第一歯車部５１には、駆動源２０によって回転する駆動歯車が噛み合ってい
る。下側の第二歯車部５２には、駆動源２０から第二可動部材４０までの動力伝達機構を
構成する入力歯車４３が噛み合っている（図１５参照）。入力歯車４３の回転は直接また
は間接的（図１５に示した構成のように別の歯車４４を介して）に二つの出力歯車４２に
伝達される。つまり、入力歯車４３が回転すると出力歯車４２が回転する。これら第二歯
車部５２や駆動源２０から第二可動部材４０までの動力伝達機構は、第一可動部材３０に
支持されている。
【００２５】
　また、動力伝達部材５０の第一歯車部５１が形成された部分の外周より内側には、上下
方向に貫通する長穴が形成されている。この長穴は、動力伝達部材５０の回転方向に延び
る回転許容部５３（本発明における第一許容部に相当する）と、この回転許容部５３に連
なり、回転方向に交差する方向（本実施形態では動力伝達部材５０の径方向）に延びる回
転規制部５４（本発明における第一規制部に相当する）と、を含む（図８～図１１、図１
３等参照）。
【００２６】
　この回転許容部５３および回転規制部５４と、上述したベース部材１０の第一誘導部１
３および第二誘導部１４、ならびに第一可動部材３０の回転阻止部３５および回転可能部
３６との位置関係（ベース部材１０に対する第一可動部材３０の位置が原位置であり、第
一可動部材３０に対する第二可動部材４０の位置が原位置であるときの位置関係）は次の
通りである。
【００２７】
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　回転規制部５４および回転規制部５４と回転許容部５３の交わる部分（回転許容部５３
の回転規制部５４側端部）は、上下方向において第一可動部材３０の回転阻止部３５およ
び回転可能部３６と重なる。具体的には、回転規制部５４と回転阻止部３５が重なり、回
転規制部５４と回転許容部５３の交わる部分が回転可能部３６と重なる（図８等参照）。
つまり、回転許容部５３の径方向位置（第一可動部材３０の回転中心軸からの距離をいう
。以下同じ）は、回転可能部３６と一致する。一方、回転規制部５４および回転阻止部３
５の径方向位置は、第一誘導部１３の径方向位置と一致する。また、回転許容部５３およ
び回転可能部３６の径方向位置は、第二誘導部１４の先端の径方向位置と一致する。した
がって、回転許容部５３の径方向位置は、第一誘導部１３の径方向位置より外側である。
【００２８】
　切替部材６０は、駆動源２０の出力を切り替えるための部材（ピン）であって、図１２
等に示すように、上側軸部６１、下側軸部６２、およびこの上側軸部６１と下側軸部６２
を区画する区画部６３を有する。上側軸部６１は、ベース部材１０に形成された第一誘導
部１３内または第二誘導部１４内に入り込む部分である。下側軸部６２は、動力伝達部材
５０に形成された回転規制部５４内または回転許容部５３内と、ベース部材１０に形成さ
れた回転阻止部３５内または回転可能部３６内に入り込む部分である。区画部６３は、上
側軸部６１と下側軸部６２の境界に設けられた鍔状の部分であって、動力伝達部材５０に
形成された回転規制部５４または回転許容部５３の周縁部上に位置し、切替部材６０が重
力方向下向きに移動してしまうことを防止するための部分である。
【００２９】
　この切替部材６０は、第一可動部材３０（回転阻止部３５または回転可能部３６）に対
して移動可能である。具体的には、相対的に径方向内側である第一位置と、径方向外側で
ある第二位置との間を移動可能である。
【００３０】
　上記構成を有する演出装置１ｍの動作（作用）について、一部上記説明と重複するが以
下詳細に説明する。なお、以下の動作は、図示されない遊技機１の制御手段（演出等を制
御する基板）によって制御される。
【００３１】
　演出装置１ｍを用いた演出を実行する段になったときには、ベース駆動モータ１１を正
転させる。これにより、ベース部材１０が原位置から進出位置に移動する（図４に示す状
態から図５に示す状態に変位する）。このベース部材１０の移動に伴って、それに支持さ
れている第一可動部材３０、第二可動部材４０、動力伝達部材５０、切替部材６０も移動
する。
【００３２】
　ベース部材１０が進出位置に移動したとき、ベース部材１０に対する相対的な位置が原
位置である第一可動部材３０は、一方側装飾面３３が前方に向けられた状態にある（図５
参照）。当該一方側装飾面３３を用いた演出（以下、第一演出と称することもある）を行
うときには、一方側装飾面３３の後方に設けられた光源を駆動し、一方側装飾面３３を照
らす。
【００３３】
　ベース部材１０が進出位置に位置した状態で駆動源２０を駆動（正転）させると、その
動力は次のようにして第一可動部材３０に出力される。ベース部材１０に対する第一可動
部材３０の位置が原位置であるとき、切替部材６０は第一位置に位置し、その上側軸部６
１が第一誘導部１３、下側軸部６２が回転規制部５４および回転阻止部３５に入り込んだ
状態にある（図８、図１３（ａ）、図１４（ａ）等参照）。そうすると、駆動源２０の動
力が駆動歯車２１を介してそれに噛み合う第一歯車部５１を有する動力伝達部材５０に伝
達される。これにより、第一可動部材３０に対して回転自在に支持された動力伝達部材５
０は、一方に回転しようとする。しかし、切替部材６０の下側軸部６２が動力伝達部材５
０の回転規制部５４と第一可動部材３０の回転阻止部３５に入り込んだ状態にあるため、
第一可動部材３０に対する動力伝達部材５０の相対的な回転は切替部材６０によって阻止
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される。つまり、第一位置に位置し、回転方向に交差する方向に延びる回転規制部５４に
入り込んでいる切替部材６０は、動力伝達部材５０に対する回転方向位置を変化させるこ
とができない状態にあるため、第一可動部材３０に対する動力伝達部材５０の相対的な回
転を阻止する。
【００３４】
　このように第一可動部材３０に対する動力伝達部材５０の相対的な回転が阻止された状
態にあるということは、回転方向についてみれば、第一可動部材３０と動力伝達部材５０
は一体であるということである。したがって、駆動源２０の動力が動力伝達部材５０に伝
達されると、この動力伝達部材５０とともにそれを支持する第一可動部材３０も回転する
（図９、図１３（ｂ）、図１４（ｂ）等参照）。このようにして第一可動部材３０がベー
ス部材１０に対して相対的に回転し、終端位置に到達する（図１０、図１３（ｃ）、図１
４（ｃ）等参照）。終端位置に到達した第一可動部材３０は、他方側装飾面３４が前方に
向けられた状態にある。また、第一可動部材３０に対する第二可動部材４０の相対的な位
置は原位置であるから、他方側装飾面３４は第二可動部材４０に覆われた状態にある。当
該第二可動部材４０に覆われた状態にある他方側装飾面３４を用いた演出（以下、第二演
出と称することもある）を行うときには、他方側装飾面３４の後方に設けられた光源を駆
動し、他方側装飾面３４および第二可動部材４０を照らす。
【００３５】
　ベース部材１０に対して第一可動部材３０が回転していくと、切替部材６０の上側軸部
６１は回転方向に沿って設けられた第一誘導部１３内を第二誘導部１４に向かってスライ
ドしていく。そして、第一可動部材３０が終端位置に到達する直前に、切替部材６０の上
側軸部６１は第二誘導部１４内に進入し（図１４（ｂ））、この第二誘導部１４によって
径方向外側に誘導される（図１４（ｃ））。本実施形態では、第一誘導部１３と第二誘導
部１４のなす角度は９０度超に設定されているから、切替部材６０の上側軸部６１はスム
ーズに第二誘導部１４に進入する。第一可動部材３０が終端位置に到達すると、切替部材
６０の上側軸部６１は第二誘導部１４の先端に到達する。このようにして、切替部材６０
は第一位置から第二位置に移動する。
【００３６】
　第一可動部材３０が終端位置に到達した状態で、さらに駆動源２０を駆動（正転）させ
ると、その動力は次のようにして第二可動部材４０に出力される。切替部材６０が第二位
置に位置すると、その下側軸部６２は回転許容部５３（回転規制部５４と回転許容部５３
の交わる部分）および回転阻止部３５に入り込んだ状態となる（図１０、図１３（ｃ）、
図１４（ｃ）等参照）。つまり、切替部材６０の下側軸部６２は回転方向に沿って形成さ
れた回転許容部５３に入り込んだ状態にあるから、当該回転許容部５３の長さ分、動力伝
達部材５０の回転は許容される。したがって、駆動源２０の動力によって動力伝達部材５
０は、第一可動部材３０に対して相対的に回転する。このとき、切替部材６０の下側軸部
６２は回転許容部５３内に位置するため、切替部材６０が第一誘導部１３内に入り込むこ
とが阻止され、第一可動部材３０はベース部材１０に対して変位しない。換言すれば、第
一可動部材３０が終端位置に到達すると、駆動源２０の動力は第二可動部材４０に伝達さ
れなくなるということである。
【００３７】
　動力伝達部材５０が第一可動部材３０に対して相対的に回転すると、動力伝達部材５０
の第二歯車部５２に噛み合う入力歯車４３から出力歯車４２までの動力伝達機構を構成す
る各歯車（図１５参照）が回転する。なお、入力歯車４３から出力歯車４２までの各歯車
は、第一可動部材３０に対して回転自在に支持されている。出力歯車４２が回転すると、
一端にこの出力歯車４２が固定された支持軸４１が回転する。つまり、第二可動部材４０
（左第二可動部材および右第二可動部材）が第一可動部材３０に対して回転し、終端位置
に到達する（図１１、図１３（ｄ）等参照）。第二可動部材４０が終端位置に到達すると
、この第二可動部材４０に覆われていた第一可動部材３０の他方側装飾面３４が露出する
。この第二可動部材４０に覆われた状態にない（露出した）他方側装飾面３４を用いた演
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出（以下、第三演出と称することもある）を行うときには、他方側装飾面３４の後方に設
けられた光源を駆動し、他方側装飾面３４を照らす。
【００３８】
　このように、本実施形態における演出装置１ｍは、駆動源２０を駆動すると、まず、そ
の動力が動力伝達部材５０を介して第一可動部材３０に伝達され、第一可動部材３０がベ
ース部材１０に対して相対的に回転する。第一可動部材３０が終端位置に到達すると、切
替部材６０が第一位置から第二位置に移動することで、駆動源２０の動力が動力伝達部材
５０を介して第二可動部材４０に伝達され、第二可動部材４０が第一可動部材３０に対し
て相対的に回転し、第二可動部材４０が終端位置に到達する。なお、第二可動部材４０が
終端位置に到達した状態で、駆動源２０を逆方向に駆動（逆転）させれば、終端位置に位
置する第二可動部材４０が原位置に戻り、その後、終端位置に位置する第一可動部材３０
が原位置に戻ることになる。
【００３９】
　以上説明した本実施形態にかかる遊技機１は、切替部材６０が第一位置に位置するとき
には、駆動源２０の動力が第一可動部材３０に出力される一方、切替部材６０が第二位置
に位置するときには、駆動源２０の動力が第二可動部材４０に出力される。具体的には、
切替部材６０が第一位置に位置するときには、第一可動部材３０に対する第二可動部材４
０の相対位置が原位置のまま、ベース部材１０に対し第一可動部材３０が回転し、第一可
動部材３０が終端位置に到達すると、切替部材６０が第二位置に移動し、ベース部材１０
に対する第一可動部材３０の相対位置が終端位置のまま、第一可動部材３０に対し第二可
動部材４０が回転する。このように、一の駆動源２０で複数の部材が変位する（第一演出
、第二演出、および第三演出という複数の演出を行うことができる）、コンパクトかつ面
白みのある演出装置１ｍとすることが可能である。
【００４０】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４１】
　上記実施形態にかかる演出装置１ｍは、ベース部材１０に対し第一可動部材３０が回転
し、第一可動部材３０に対し第二可動部材４０が回転する、という動きをするものである
ことを説明したが、当該動きは「回転」に限られるものではない。つまり、ベース部材１
０に対し第一可動部材３０が変位し、第一可動部材３０に対し第二可動部材４０が変位す
る、という動きをするものであれば、原位置から終端位置に第一可動部材３０が変位する
ことで切替部材６０が移動し、その切替部材６０の移動によって駆動源２０の出力対象（
可動部材）を切り替えるという、本発明の技術思想は適用可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１　遊技機
１ｍ　演出装置
１０　ベース部材
１３　第一誘導部
１４　第二誘導部
２０　駆動源
３０　第一可動部材
３３　一方側装飾面
３４　他方側装飾面
３５　回転阻止部（第二規制部）
３６　回転可能部（第二許容部）
４０　第二可動部材
５０　動力伝達部材
５３　回転許容部（第一許容部）
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５４　回転規制部（第一規制部）
６０　切替部材
６１　上側軸部
６２　下側軸部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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